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子ども・子育て支援新制度ハンドブック(施設・事業者向け)抜粋
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※　公立幼稚園は全て
　　新制度に移行する
　　こととなります。
　　(県注釈)
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家庭的保育者

※１ 家庭的保育者：必要な研修を修了した保育士又は保育士と同等以上の知識及び経験を有すると市町村長が認める者

※２ 家庭的保育補助者：必要な研修を修了した者で、家庭的保育者を補助する者
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